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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
（
独
墺
合
邦
）
運
動
に
お
け
る
関
税
同
盟
の
議

論
が
、
い
か
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
ン
シ
ュ
ル
ス
論
の
歴
史
的
起
点
は
、
三
月
革
命
期
の
「
大
ド
イ
ツ
主
義
」
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
小
ド
イ
ツ
主
義
的
ド
イ
ツ
帝
国
の

成
立
に
よ
っ
て
一
旦
は
挫
折
し
た
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
結
果
ド
イ
ツ
系
国
家
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ

ア
共
和
国
に
お
い
て
、
再
度
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
は
盛
り
上
が
り
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
や
国
際
的
圧
力
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
つ
つ
も
、
戦

間
期
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
族
運
動
の
底
流
に
あ
り
つ
づ
け
、
一
九
三
八
年
三
月
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
ア
ン
シ
ュ
ル

ス
実
現
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
が
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
い
て
外
交
政
策
と
し
て
登
場
し
た
の
が
、
一
九
三
一
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
独
墺
関
税

同
盟
計
画
で
あ
る
。
こ
の
関
税
同
盟
計
画
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
は
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
を
経
済
的
に
準
備
し
、
さ
ら
に
は
「
中
欧
（M

itteleu
-

ro
p
a

）」
の
ド
イ
ツ
覇
権
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
猛
反
発
し
、
金
融
恐
慌
が
独
墺
両
国
で
激
化
す
る
中
で
同
年
九
月
に
挫
折
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
確
か
に
、
独
墺
関
税
同
盟
計
画
が
政
治
的
に
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
を
準
備
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し

一
方
で
関
税
同
盟
の
条
文
に
、「
こ
の
条
約
は
、
地
域
的
協
定
の
方
法
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
関
係
の
新
秩
序
の
端
緒
を
開
く
こ
と
に
資
す

る
も
の
で
あ
る
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
経
済
的
射
程
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
に
及
ん
で
い
た１

）
。

し
か
し
先
行
研
究
は
、
概
し
て
独
墺
関
税
同
盟
計
画
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
に
つ
い
て
否
定
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
独
墺
関

税
同
盟
計
画
は
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
や
東
部
国
境
修
正
な
ど
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
外
交
目
標
と
一
体
不
可
分
で
あ
り
、
か
つ
ド
イ
ツ
中
心
的
な
「
中

欧
」
へ
の
射
程
を
含
む
が
ゆ
え
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
争
目
標
と
し
て
の
「
中
欧
」
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
の
領
土
拡
大
政
策
と
戦
争
に
至
る
、

ド
イ
ツ
の
帝
国
主
義
的
目
標
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。こ
う
し
て
シ
ュ
テ
ー
ク
マ
ン
や
モ
ル
ト
と
い
っ
た
研
究
者
は
、シ
ュ

ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
時
代
か
ら
続
く
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
や
「
中
欧
」
と
い
っ
た
帝
国
主
義
的
目
標
の
存
在
を
実
証
し
、
ナ
チ
ズ
ム
外
交
へ
の
連
続
性

を
示
す
重
要
な
事
件
と
し
て
独
墺
関
税
同
盟
計
画
を
位
置
づ
け
た２

）
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
は
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
外
交
と
そ
れ
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以
降
を
切
り
離
し
、
独
墺
関
税
同
盟
計
画
を
平
和
的
協
調
外
交
か
ら
強
権
的
外
交
へ
の
転
換
点
と
見
な
し
た３

）
。
ま
た
栗
原
優
氏
は
、
こ
の
転

換
の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
の
外
交
戦
略
に
お
い
て
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
・
親
仏
的
・
国
際
協
調
的
な
輸
出
産
業
界
か
ら
「
中
欧
」
目
標
的
・

フ
ラ
ン
ス
対
抗
的
・
強
権
的
な
重
工
業
界
へ
の
影
響
力
の
シ
フ
ト
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る４

）
。
連
続
性
を
め
ぐ
る
立
場
の
違
い
は
あ
れ
ど
、

い
ず
れ
の
議
論
も
、
独
墺
関
税
同
盟
計
画
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
、
す
な
わ
ち
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
地
域
経
済
統
合
の
可
能
性
を
否
定

す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
独
墺
関
税
同
盟
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
に
つ
い
て
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
分
析
を
す
る
た
め
に
、
一
九
二
〇
年

代
か
ら
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
に
お
け
る
関
税
同
盟
論
に
着
目
す
る
。
こ
の
時
期
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
勢
力
は
、
独
墺

関
税
同
盟
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
へ
の
発
展
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
そ
の
際
、
分
析
の
対
象
と
な
る
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
組
織
と
し
て
、
ま
ず
独
墺
作
業
共
同
体（D

eu
tsch

-Ö
sterreich

isch
e A

rb
eitsg

em
ein
-

sch
a
ft

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
組
織
の
関
税
同
盟
論
に
つ
い
て
は
モ
ル
ト
が
研
究
し
て
い
る
が
、
彼
は
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
連
続
性
の
立
場
か
ら
、

彼
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
は
独
墺
関
税
同
盟
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
、
当
然
独
墺
関
税
同
盟
計

画
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
を
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
独
墺
作
業
共
同
体
だ
け
で
な
く
、
そ
の
関
税
同
盟
論
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
専
門
家
リ
ー
ド
ル
（R

ich
a
rd R

ied
l

）
の
理
論
を
詳
細
に
検
討
し
、
さ
ら
に
彼
が
所
属
し
た
ウ
ィ
ー
ン
商

業
会
議
所
の
地
域
経
済
統
合
論
に
つ
い
て
も
分
析
を
加
え
る
こ
と
で
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
を
明
ら
か
に
す

る
べ
く
多
面
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
い
。

本
稿
の
構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
節
で
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
の
組
織
と
活
動
、
目
的
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

関
税
同
盟
論
に
至
る
出
発
点
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
彼
ら
の
関
税
同
盟
論
に
影
響
を
与
え
た
リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
論

を
取
り
上
げ
、
独
墺
関
税
同
盟
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
に
至
る
理
論
的
展
望
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
は
世
界
恐
慌
後
の

独
墺
作
業
共
同
体
と
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
の
地
域
経
済
統
合
構
想
を
検
討
し
、
独
墺
関
税
同
盟
計
画
に
影
響
を
与
え
た
諸
組
織
の
構
想
か

ら
、
彼
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
の
真
意
に
迫
る
。
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一

ア
ン
シ
ュ
ル
ス
組
織
の
成
立
と
活
動

（
１
）
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
と
国
際
的
禁
止

戦
間
期
に
お
け
る
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
は
、
ド
イ
ツ
よ
り
も
む
し
ろ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
活
発
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア＝

ハ
ン
ガ
リ
ー
二
重
帝
国
は
諸
民
族
の
独
立
運
動
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ド
イ
ツ
人
国
家
と
し
て
再
出
発
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
帝
国
崩
壊
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
民
族
自
決
権
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
へ
の
合
邦
、
す
な
わ
ち
ア
ン
シ
ュ
ル

ス
を
求
め
る
動
き
が
活
発
化
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
社
会
民
主
党
は
、
一
九
一
八
年
一
一
月
の
党
大
会
で
、
帝
国
崩
壊
の
結
果
外
国
の
経
済

的
支
配
に
甘
ん
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
は
一
つ
の
独
立
の
連
邦
と
し
て
、
ド
イ
ツ
国
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
決
議
し
た５

）
。
大
戦
後
に
は
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
実
現
を
中
心
的
課
題
と
す
る
大
ド
イ
ツ
民
族
党
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
系
オ
ー

ス
ト
リ
ア
で
は
、
ド
イ
ツ
民
族
の
国
家
的
帰
属
先
と
し
て
、
小
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
よ
り
も
大
国
ド
イ
ツ
を
求
め
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
あ

る６
）

。し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
強
大
化
を
危
険
視
す
る
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
連
合
国
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
に
対
し
て
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約

の
第
八
〇
条
で
「
ド
イ
ツ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
独
立
を
承
認
し
、
本
条
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
国
境
を
変
更
不
可
能
な
も
の
と
し
て
遵
守

す
る
。
そ
れ
は
国
際
連
盟
理
事
会
の
承
認
を
根
拠
と
す
る
」
と
し
て
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
を
禁
止
し
た
。
同
様
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
対
し
て
は
、

サ
ン＝

ジ
ェ
ル
マ
ン
条
約
第
八
八
条
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
独
立
は
、
国
際
連
盟
理
事
会
の
承
認
な
し
に
譲
渡
で
き
な
い
」
と
定
め

た７
）

。ま
た
、
一
九
二
〇
年
一
〇
月
の
選
挙
に
お
い
て
勝
利
し
た
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
の
ザ
イ
ペ
ル（Ig

n
a
z S

eip
el

）政
府
は
、
破
綻
状
態
に
あ
っ

た
国
家
財
政
を
立
て
直
す
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
て
国
際
連
盟
で
計
画
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
再
建
の
た
め
の
金
融
再
生
計
画
に

着
手
し
た
。
そ
し
て
一
九
二
二
年
一
〇
月
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
は
経
済
再
建
の
た
め
の
大
規
模
借
款
と
引
き
換
え
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
議

定
書
を
締
結
し
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
対
し
て
再
び
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
禁
止
を
確
認
し
た
。
こ

の
議
定
書
に
よ
れ
ば
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
共
和
国
政
府
は
、〔
…
〕
サ
ン＝

ジ
ェ
ル
マ
ン
条
約
第
八
八
条
の
文
言
に
従
っ
て
、
そ
の
独
立
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を
放
棄
し
な
い
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。同
政
府
は
こ
の
独
立
を
直
接
な
い
し
間
接
的
に
危
険
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
い
か
な
る
交
渉
も
、

い
か
な
る
経
済
的
な
い
し
金
融
的
義
務
も
持
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た８

）
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を

準
備
す
る
性
格
を
持
つ
経
済
統
合
を
も
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
議
定
書
を
受
諾
す
る
こ
と
で
一
時
的
に

財
政
危
機
を
ま
ぬ
か
れ
た
が
、
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
資
本
に
依
存
す
る
財
政
構
造
が
作
ら
れ
た
。
も
は
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
敵

対
す
る
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
行
動
を
と
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。

（
２
）
独
墺
作
業
共
同
体
の
成
立
と
理
念

こ
う
し
て
政
府
が
公
式
に
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
を
主
張
す
る
こ
と
は
憚
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
代
わ
っ
て
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
の
民
間
に
お
け

る
組
織
化
が
進
ん
だ
。
こ
う
し
た
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
組
織
の
中
心
に
あ
っ
た
の
が
、
独
墺
民
族
同
盟
（D

eu
tsch

-Ö
sterreich

isch
er V

o
lk
s-

b
u
n
d

）
と
独
墺
作
業
共
同
体
で
あ
る
。
一
九
二
一
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
成
立
し
た
独
墺
民
族
同
盟
は
、
ド
イ
ツ
国
会
議
長
レ
ー
ベ
（P

a
u
l L
o
b
e

社
会
民
主
党
）
の
指
導
の
下
で
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ド
イ
ツ
へ
の
国
家
統
合
を
宣
伝
と
大
衆
運
動
に
よ
っ
て
準
備
的
に
支
援
す
る
こ
と
」
を

目
標
に
、
政
治
家
か
ら
一
般
市
民
に
至
る
ま
で
の
幅
広
い
層
を
糾
合
し
た
大
衆
組
織
で
あ
っ
た９

）
。
同
組
織
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
版
が
、
一
九
二

五
年
に
設
立
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
の
墺
独
民
族
同
盟
（Ö

sterreich
isch

-D
eu
tsch

er V
o
lk
sb
u
n
d

）
で
、
大
ド
イ
ツ
民
族
党
の
ノ
イ
バ
ッ
ハ

（H
erm

a
n
n N

eu
b
a
ch

）
が
会
長
を
務
め
、
一
九
三
〇
年
に
は
一
五
〇
万
人
の
会
員
数
を
誇
る
大
組
織
と
な
っ
た10

）
。

一
方
の
独
墺
作
業
共
同
体
は
、
ま
さ
し
く
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
の
中
核
を
担
う
エ
リ
ー
ト
組
織
で
あ
る
。
独
墺
作
業
共
同
体
は
、
ア
ン
シ
ュ

ル
ス
を
準
備
す
る
た
め
の
様
々
な
政
策
を
立
案
す
る
半
民
・
半
官
組
織
で
あ
る11

）
。
規
約
の
第
七
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
「
ド
イ
ツ
・
ラ

イ
ヒ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
間
で
文
化
的
・
経
済
的
・
政
治
的
分
野
に
お
け
る
同
一
化
（A

n
g
leich

u
n
g

）
及
び
ア
ウ
ス
グ
ラ
イ
ヒ
（A

u
sg
leich

）

を
作
り
出
す
こ
と
」
で
あ
る12

）
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
議
定
書
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
的
な
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
禁
止
に
対
抗
す
べ
く
、

当
時
主
に
法
律
と
交
通
の
分
野
で
進
め
ら
れ
て
い
た
独
墺
の
「
同
一
化
」
政
策
を
支
援
し
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
政
治
的
な
統
合
を
目
指
す

シ
ン
ク
タ
ン
ク
な
い
し
作
業
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。

独
墺
作
業
共
同
体
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
墺
独
作
業
共
同
体
を
モ
デ
ル
と
し
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
地
方
組
織
と
し
て
、
一
九
二
五
年
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一
〇
月
三
〇
日
に
発
足
し
た
。
会
長
は
ド
イ
ツ
国
家
国
民
党
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
委
員
会
理
事
の
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
カ
（G

erh
a
rd F

reih
err

 
v
o
n B

ra
n
ca

）
で
、
以
後
全
国
へ
と
拡
大
し
、
ベ
ル
リ
ン
、
ケ
ル
ン
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
、
ハ

ノ
ー
フ
ァ
ー
、
ド
レ
ス
デ
ン
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
作
業
共
同
体
が
作
ら
れ
た13

）
。
一
九
二
七
年
に
こ
れ
ら
の
組
織
が
統
合
さ
れ
、
元
法
相
で

バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
の
エ
ミ
ン
ガ
ー（E

rich E
m
m
in
g
er

）が
全
国
組
織
の
会
長
に
選
ば
れ
た
。
こ
の
年
、
活
動
の
全
国
的
拡
大
に
伴
っ
て
、

会
員
数
は
一
四
〇
〇
人
に
達
し
た14

）
。

独
墺
作
業
共
同
体
の
主
要
メ
ン
バ
ー
は
、
民
族
同
盟
よ
り
も
さ
ら
に
政
治
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
中
央
党
の
フ
ェ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ

（K
o
n
sta
n
tin F

eh
ren

b
a
ch

）
や
民
主
党
の
ハ
ム
（E

d
u
a
rd H

a
m
m

）
な
ど
大
臣
経
験
の
あ
る
各
党
の
主
要
な
政
治
家
が
所
属
し
、
経

済
界
か
ら
は
ド
イ
ツ
工
業
全
国
連
盟
の
会
長
デ
ュ
ー
ス
ベ
ル
ク
（C

a
rl D

u
isb
erg

Ｉ
Ｇ
フ
ァ
ル
ベ
ン
）、
テ
ュ
ッ
セ
ン
（F

ritz T
h
y
ssen

合
同
製
鋼
）、
ド
イ
ツ
農
村
同
盟
会
長
ヘ
ッ
プ
（K

a
rl H

ep
p

）
な
ど
が
名
を
連
ね
た15

）
。
こ
の
よ
う
に
独
墺
作
業
共
同
体
に
は
、
ア
ン
シ
ュ
ル

ス
を
支
持
す
る
ド
イ
ツ
の
有
力
な
政
治
家
、
官
僚
、
企
業
家
が
党
派
を
超
え
て
多
数
参
加
し
て
お
り
、
強
力
な
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ

て
当
局
に
影
響
力
を
確
保
し
た
組
織
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
先
に
設
立
さ
れ
て
い
た
ウ
ィ
ー
ン
の
墺
独
作
業
共
同
体
と
は
密
接
な
連
携
を
保
ち
、

共
同
の
委
員
会
や
共
同
大
会
を
開
い
て
い
っ
た
。

こ
こ
ま
で
広
範
な
政
治
会
派
を
結
集
し
え
た
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
と
は
、
い
か
な
る
思
想
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

独
墺
作
業
共
同
体
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
民
党
の
レ
ル
ヘ
ン
フ
ェ
ル
ト
（H

u
g
o G

ra
f v
o
n L

erch
en
feld

）
の
見
解

を
見
て
み
よ
う
。
レ
ル
ヘ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
一
九
二
六
年
七
月
に
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
使
に
就
任
し
て
お
り
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
と
外
務
省

を
つ
な
ぐ
人
物
で
あ
っ
た
。

レ
ル
ヘ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
「
自
然
」
と
「
歴
史
」
を
根
拠
に
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
必
然
性
を
説
く
。「
自
然
」
に
関
し
て
は
、
地
理
的
な
関
係
や

民
族
系
統
上
の
土
地
が
ド
イ
ツ
に
属
す
る
と
い
う
論
理
を
持
ち
出
し
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ラ
イ
ヒ
へ
の
帰
属
を
証
明
し
て
い
る
」
と
い
う
。

そ
し
て
「
歴
史
」
に
関
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
抱
き
続
け
る
一
九
世
紀
以
来
の
「
大
ド
イ
ツ
主
義
」
へ
の
願
望
を
述
べ
た16

）
。
そ
の
上
で

彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

「
自
然
と
歴
史
に
立
脚
す
る
国
家
統
合
の
主
目
標
は
確
固
と
し
て
存
在
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
生
存
能
力
が
重
要
な
の
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で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
ド
イ
ツ
民
族
の
民
族
的
意
志
（d

er n
a
tio
n
a
le W

ille

）
と
〔
…
〕
存
在
的
宿
命
（D

a
sein

sb
estim

m
u
n
g

）

に
決
定
付
け
ら
れ
た
自
然
に
基
づ
く
権
利
が
重
要
な
の
で
あ
る17

）
」

レ
ル
ヘ
ン
フ
ェ
ル
ト
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
思
想
は
、
こ
の
よ
う
に
経
済
的
要
請
か
ら
離
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
的
要
求
に
そ
も
そ
も
端
を
発
し
て

い
る
。「
自
然
」
と
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
宿
命
論
的
に
定
め
ら
れ
た
「
民
族
の
土
地
」
と
い
う
、
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
ロ
マ
ン
主
義

的
要
求
を
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
国
際
的
に
ア
ン
シ
ュ
ル
ス

禁
止
が
定
め
ら
れ
て
い
る
中
で
、ド
イ
ツ
民
族
の
目
標
と
し
て
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
か
。レ
ル
ヘ
ン
フ
ェ

ル
ト
は
、
両
政
府
は
活
発
な
行
動
が
で
き
な
い
が
、
独
墺
作
業
共
同
体
の
よ
う
な
半
官
半
民
組
織
が
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
準
備
を
担
う
べ
き
で

あ
り
、
作
業
共
同
体
は
「
法
的
同
一
化
を
支
援
す
る
」
こ
と
に
適
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
現
時
点
で
の
大
き
な
目
標
は
「
独
墺

関
税
同
盟
」
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る18

）
。

そ
れ
で
は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
は
、
大
ド
イ
ツ
主
義
以
来
の
民
族
的
悲
願
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
夢
想
に
と
ど
ま
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
に
は
っ
き
り
と
し
た
実
際
的
利
益
を
見
出
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
シ
ュ

ル
ス
か
ら
「
中
欧
」
の
ド
イ
ツ
覇
権
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
の
代
表
的
人
物
の
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ト
ル

パ
ー
（G

u
sta
v S

to
lp
er

）
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。

シ
ュ
ト
ル
パ
ー
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
紙
『
デ
ア
・
エ
ス
タ
ー
ラ
イ
ヒ
ッ
シ
ェ
・
フ
ォ
ル
ク
ス
ヴ
ィ
ル
ト
（D

er
 
o
sterreich

isch
e

 
V
o
lk
sw
irt

）』
の
編
集
長
と
し
て
、
戦
前
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
影
響
力
の
あ
る
経
済
専
門
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た19

）
。
一
九
一

八
年
末
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
は
多
数
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
組
織
が
存
在
し
て
い
た
が
、
当
時
の
シ
ュ
ト
ル
パ
ー
は
そ
の
中
で
も
、「
中
欧
」論
の

著
者
と
し
て
有
名
な
ナ
ウ
マ
ン
（F

ried
rich N

a
u
m
a
n
n

）
と
の
結
び
つ
き
の
強
い
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
た20

）
。
後
に
彼
は
、
ウ
ィ
ー
ン

の
墺
独
民
族
同
盟
の
理
事
に
な
る
一
方
、
ベ
ル
リ
ン
に
移
住
し
、
独
墺
作
業
共
同
体
の
会
員
に
も
な
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
は
一
九
二

六
年
以
降
、
経
済
紙
『
デ
ア
・
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
フ
ォ
ル
ク
ス
ヴ
ィ
ル
ト
』
の
編
集
長
と
し
て
経
済
界
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
政
治
的
に

も
ド
イ
ツ
民
主
党
員
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ト
ル
パ
ー
は
独
墺
両
国
を
つ
な
ぐ
影
響
力
の
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
と
し
て
、
独
墺
作
業
共
同
体
と
民
族
同
盟
を
代
表
し
て
い
た
。
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シ
ュ
ト
ル
パ
ー
は
、
一
九
一
九
年
二
月
に
発
表
し
た
小
冊
子
『
ド
ナ
ウ
連
邦
か
大
ド
イ
ツ
か

』
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
支
援
さ

れ
た
ド
イ
ツ
を
除
く
中
欧
経
済
圏
構
想
で
あ
る
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
構
想
を
否
定
し
、
ド
イ
ツ
と
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
ほ
う
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア

お
よ
び
中
欧
全
体
に
と
っ
て
利
益
が
大
き
い
と
主
張
し
た
。
彼
は
ウ
ィ
ー
ン
が
経
済
的
に
再
生
す
る
た
め
に
は
、
ウ
ィ
ー
ン
が
中
欧
に
お
け

る
「
巨
大
な
金
融
セ
ン
タ
ー
」
と
な
り
、
国
際
金
融
に
お
け
る
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
と
い
う
道
が
最
も
適
切
で
あ
る
と
述
べ
た21

）
。

「
我
々
が
一
旦
ド
イ
ツ
経
済
圏
の
一
部
に
な
れ
ば
、
ウ
ィ
ー
ン
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
そ
の
他
の
バ

ル
カ
ン
諸
国
に
対
す
る
ド
イ
ツ
工
業
全
体
の
代
理
を
委
ね
ら
れ
る
。
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
や
ソ
フ
ィ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
へ
向
か
う
商
人
が

ウ
ィ
ー
ン
で
ま
ず
ド
イ
ツ
の
土
地
に
入
り
、
そ
こ
で
彼
は
、
そ
の
商
品
に
関
心
を
も
ち
訪
問
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
会
社
や
商
品
集
積

所
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア＝

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
内
貿
易
の
中
心
と
し
て
存
在
し
て
い
た
ウ
ィ
ー
ン
は
〔
…
〕
南
東
欧
向
け

の
全
て
の
ド
イ
ツ
貿
易
の
代
理
人
と
な
る
で
あ
ろ
う22

）
」

こ
の
よ
う
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
持
っ
て
い
た
ス
ラ
ヴ
諸
民
族
と
の
経
済
的
連
関
を
活
か
し
た
、
中
欧
金
融
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の

ウ
ィ
ー
ン
の
可
能
性
を
開
く
た
め
の
前
提
条
件
こ
そ
が
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
一
九
二
八
年
九
月
の『
デ
ア
・
ド
イ
ッ
チ
ェ
・

フ
ォ
ル
ク
ス
ヴ
ィ
ル
ト
』紙
上
に
お
い
て
も
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
と
り
わ
け
、
そ
の
歴
史
を
考
慮
す
れ
ば
、
旧
帝
国
の
領
域
お
よ
び
、
そ
れ

を
超
え
て
東
・
南
東
欧
の
新
国
民
国
家
の
中
心
地
と
な
り
う
る
、
貿
易
・
銀
行
組
織
の
機
構
を
備
え
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
ド
イ
ツ
移
住
後

に
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
「
中
欧
」
進
出
の
足
掛
か
り
に
な
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る23

）
。
そ
の
出
発
点
は
も
ち
ろ
ん
独

墺
関
税
同
盟
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
の
中
心
的
組
織
で
あ
っ
た
独
墺
作
業
共
同
体
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
民
族
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

ロ
マ
ン
主
義
的
目
標
で
あ
る
と
こ
ろ
の
大
ド
イ
ツ
の
実
現
が
目
指
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
先
に
は
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
「
中
欧
」
経
済
圏

と
い
う
帝
国
主
義
的
野
心
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
野
心
は
フ
ラ
ン
ス
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
実
現
困
難
で
あ
る
こ
と
は
彼
ら
も
承
知
し
て
い
た
。
そ
ん
な
中
で
独
墺
作
業
共
同
体
が
自
ら
の
責
務
と
し
て
い
た
の
が
、
独
墺
の「
同

一
化
」
政
策
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
と
の
協
調
を
基
礎
と
す
る
国
際
協
調
と
経
済
成
長
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
再
建
を
図
ろ
う
と
す
る
外
相
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン

― ―166



（G
u
sta
v S

tresem
a
n
n

）
に
と
っ
て
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
は
将
来
的
に
追
究
す
べ
き
目
標
で
は
あ
る
も
の
の
、
ロ
カ
ル
ノ
会
議
を
前
に
し
て

ド
イ
ツ
か
ら
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
表
明
は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た24

）
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
国
際
条
約
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
禁

止
条
項
に
さ
し
あ
た
り
抵
触
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
や
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
批
判
も
か
わ
す
こ
と
の
で
き
る
独
墺
一
体
化
の
試
み
、
そ
れ
が

「
同
一
化
」
政
策
で
あ
っ
た
。「
同
一
化
」
と
は
独
墺
の
「
文
化
的
・
法
的
・
経
済
的
・
交
通
技
術
的
な
関
係
」
を
で
き
る
限
り
一
致
さ
せ
て

い
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
外
務
省
で
も
「
条
約
違
反
に
当
た
ら
な
い
」
と
み
な
さ
れ
た25

）
。

こ
う
し
て
税
制
、
法
律
、
鉄
道
交
通
と
い
っ
た
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
分
野
に
お
い
て
独
墺
の
「
同
一
化
」
が
推
進
さ
れ
た26

）
。
こ
れ
ら
は

確
か
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
議
定
書
に
違
反
し
な
い
が
、
地
味
な
が
ら
も
着
実
に
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
へ
の
制
度
的
準
備
を
進
め
て
い
く
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
同
一
化
」
政
策
を
立
案
し
て
い
っ
た
の
が
独
墺
作
業
共
同
体
の
各
種
専
門
家
委
員
会
で
あ
る
。
独
墺
両
国
の
政
府
と

ア
ン
シ
ュ
ル
ス
組
織
は
、
互
い
に
連
携
し
て
大
ド
イ
ツ
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

独
墺
通
商
条
約
か
ら
独
墺
関
税
同
盟
へ

（
１
）
リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
論

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
は
、
独
墺
作
業
共
同
体
に
よ
る
「
同
一
化
」
政
策
を
中
心
に
密
か

に
推
進
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
ら
の
経
済
政
策
面
で
の
目
標
は
独
墺
関
税
同
盟
の
建
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
独
墺
関
税
同
盟
に
対
し
て
は
一
九

二
二
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
議
定
書
に
お
け
る
〞
独
立
を
危
険
に
す
る
経
済
的
義
務
〝
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
独
墺
作
業
共
同
体
は
盛
ん
に
関
税
同
盟
に
つ
い
て
議
論
す
る
よ
う
に
な
る
。
不
可
能
と
さ
れ
た
政
策
が
な
ぜ
可

能
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
か
。
ま
ず
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
関
税
同
盟
思
想
の
理
論
的
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
九
二
五
年
の
通
貨
安
定
と
ロ
カ
ル
ノ
条
約
締
結
以
降
、
ド
イ
ツ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
相
対
的
安
定
」
の
時
代
を
迎
え
て
い
た
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
経
済
秩
序
の
安
定
に
関
し
て
は
、
一
九
二
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
世
界
経
済
会
議
に
よ
っ
て
自
由
貿
易
路
線
が
基
軸
と
な
っ
た27

）
。
そ
こ

で
は
関
税
引
き
下
げ
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
に
つ
い
て
は
、
ク
ー
デ
ン
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ホ
ー
フ＝

カ
レ
ル
ギ
（R

ich
a
rd
 
N
.
G
ra
f v

o
n
 
C
o
u
d
en
h
o
v
e-K

a
lerg

i

）
の
「
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
論
の
登
場
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
統
合
の
持
つ
倫
理
的
な
正
統
性
と
経
済
的
利
益
が
各
国
の
政
治
家
・
著
名
人
の
間
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。
こ
う
し
た
関
税

同
盟
論
の
隆
盛
に
連
動
す
る
形
で
、
独
墺
関
税
同
盟
も
ま
た
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
関
税
同
盟
を
実
際
に
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
由
貿
易
論
を
支
え
る
重
要
な
原
則
で
あ
る
「
一
般
的
最
恵
国
待
遇
」
が
障
害
と

な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
関
税
同
盟
な
ど
の
地
域
経
済
統
合
に
お
け
る
優
遇
措
置
は
、
当
然
な
が
ら
こ
の
一
般
的
最
恵
国
待
遇
に
反
す
る
規
定

と
な
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
理
論
が
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
（A

u
sn
a
h
m
en v

o
n d
er

 
M
eistb

eg
u
n
stig

u
n
g

）」
論
で
あ
る
。

リ
ー
ド
ル
は
帝
政
期
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
通
商
政
策
や
経
済
政
策
の
専
門
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
に
帝
国

が
崩
壊
す
る
と
、
シ
ュ
ト
ル
パ
ー
ら
と
と
も
に
「
市
民
民
主
党
」
を
結
成
し
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
を
政
治
目
標
と
し
て
掲
げ
て
活
動
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
彼
は
経
済
専
門
家
で
あ
る
と
同
時
に
熱
烈
な
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
家
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
ウ
ィ
ー
ン
の
墺
独
作
業
共
同
体
の
メ
ン

バ
ー
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
二
年
か
ら
二
五
年
ま
で
ベ
ル
リ
ン
駐
在
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
使
を
務
め
、
独
墺
作
業
共
同
体
の
経
済
委
員
会
に

お
け
る
有
力
な
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
な
っ
た
。
一
方
で
彼
は
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
の
幹
部
で
も
あ
り
、
国
際
連
盟
の
下
部
組
織
で
あ
る
国
際

商
業
会
議
所
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
リ
ー
ド
ル
は
様
々
な
顔
を
持
っ
て
い
た
が
、
ア
ン
シ
ュ

ル
ス
と
い
う
目
標
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
い
た
。

以
下
で
は
、
リ
ー
ド
ル
の
著
作
か
ら
彼
の
理
論
を
整
理
す
る
。
ま
ず
、
国
際
商
業
会
議
所
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
グ
ル
ー
プ
を
代
表
し
て
、
一

九
二
六
年
に
リ
ー
ド
ル
が
作
成
し
た
覚
書
で
あ
る
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
通
商
条
約
に
お
け
る
最
恵
国
待
遇
」を
見
て
み
よ
う
。こ
の
覚
書
は
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
世
界
経
済
会
議
に
提
出
す
る
最
恵
国
待
遇
の
現
状
に
関
す
る
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。

こ
の
覚
書
の
第
三
部
に
お
い
て
リ
ー
ド
ル
は
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
多
く
の
通
商
条
約
の
中
で
、
条
約
締
結
国
と
の
優
遇
を
定
め
る
条

項
が
存
在
し
、
そ
う
し
た
現
状
を
追
認
す
る
た
め
に
、「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。「
最
恵
国
待
遇
の
例

外
」
に
は
三
種
類
あ
り
、
第
一
は
「
関
税
同
盟
条
項
（Z

o
llu
n
io
n
sk
la
u
sel

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
条
約
締
結
国
が
、
締
結
予
定
の
も
の

を
含
む
関
税
同
盟
に
基
づ
い
て
、
第
三
国
に
与
え
る
特
権
・
優
遇
・
譲
歩
」
の
規
定
で
あ
る
。
リ
ー
ド
ル
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
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九
二
に
上
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
条
約
に
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
彼
は
、
こ
の
条
項
は
個
別
条
約
の
特
殊
な
内
容
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
「
関
税
同
盟
条
約
の
内
容
が
最
恵
国
待
遇
の
下
位
に
置
か
れ
な
い
と
い
う
、
国﹅
際﹅
法﹅
の﹅
原﹅
則﹅
が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」

（
傍
点
は
原
文
強
調
）、
こ
れ
が
重
要
で
あ
る
と
し
た28

）
。

第
二
は
「
国
境
優
遇
条
項
（G

ren
zb
eg
u
n
stig

u
n
g
sk
la
u
sel

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
国
境
を
越
え
る
相
互
流
通
」
の
た
め
に
、
条
約
を

締
結
し
た
国
家
間
の
一
部
の
国
境
地
帯
か
、
あ
る
い
は
接
す
る
全
て
の
国
境
地
帯
で
の
住
民
同
士
の
移
動
を
緩
和
す
る
と
い
う
優
遇
規
定
で

あ
る29

）
。

そ
し
て
第
三
の
例
外
条
項
が
「
隣
国
権
条
項
（N

a
ch
b
a
rrech

tsk
la
u
sel

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
カ
国
以
上
の
条
約
締
結
国
が
「
国
境
を

接
す
る
か
、
歴
史
的
に
、
住
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
親
近
性
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
経
済
的
関
連
か
ら
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
結
び
つ
い
て
い
る

と
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
事
実
」
に
よ
っ
て
国
境
交
通
の
緩
和
や
関
税
優
遇
な
ど
を
承
認
す
る
規
定
で
あ
る
。
リ
ー
ド
ル
に
よ
れ
ば
、
隣
国
権

条
項
に
は
「
全﹅
て﹅
の﹅
直
接
隣
接
す
る
諸
国
に
有
利
な
最
恵
国
待
遇
の
例
外
（
一﹅
般﹅
的﹅
隣﹅
国﹅
権﹅
条﹅
項﹅
）、
個﹅
別﹅
の﹅
隣
接
す
る
諸
国
な
い
し
国
家
地

帯
に
有
利
な
例
外
（
限﹅
定﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
隣﹅
国﹅
権﹅
条﹅
項﹅
）、
あ
る
い
は
最
終
的
に
は
諸
国
グ﹅
ル﹅
ー﹅
プ﹅
全﹅
体﹅
に
有
利
な
例
外
（
諸﹅
国﹅
グ﹅
ル﹅
ー﹅
プ﹅
の﹅
隣﹅
国﹅
権﹅

条﹅
項﹅
）」（
傍
点
は
原
文
強
調
）
と
い
う
三
つ
の
志
向
性
が
あ
る
と
い
う30

）
。「
隣
国
権
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
リ
ー
ド
ル
が
想
定
し
て
い
る
の

は
、
ド
イ
ツ
が
隣
国
す
な
わ
ち
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
歴
史
的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
と
い
う
「
限
定
さ
れ
た
隣
国
権
条
項
」
に
よ
り
独
墺
関
税
同

盟
を
正
当
化
し
、
さ
ら
に
独
墺
と
歴
史
的
・
経
済
的
な
つ
な
が
り
が
深
い
東
欧
・
南
東
欧
諸
国
と
の
「
諸
国
グ
ル
ー
プ
の
隣
国
権
条
項
」
に

よ
り
、「
中
欧
」
へ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
を
強
国
化
す
る
た
め
の
経
済
圏
の
獲
得
の
た
め
に
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
を
主
張
し
て
も
、
国
際
社
会
に

お
い
て
誰
も
聞
く
耳
を
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
リ
ー
ド
ル
の
理
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
例
外
」
が
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

各
地
域
で
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」が
国
際
法
上
で
一
般
化
さ
れ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
も
オ
ー

ス
ト
リ
ア
や
中
欧
諸
国
と
の
地
域
経
済
統
合
を
推
進
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
発
想
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
論
は
、
た
だ
独
墺
関
税
同
盟
お
よ
び
「
中
欧
」
の
正
当
化
だ
け
を
目
指
し
た
も
の
で
は

な
く
、
さ
ら
に
先
に
あ
る
展
望
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
へ
の
道
も
想
定
し
て
い
た
。
リ
ー
ド
ル
は
、
一
九
二
六
年
に
ド
イ
ツ
で
出
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版
さ
れ
た
論
文
集
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
』
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
へ
の
可
能
な
道
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
執
筆
し
て
い
る
。
彼

は
、「
ド
イ
ツ
関
税
同
盟
の
成
立
に
、
ド
イ
ツ
諸
邦
の
一
部
だ
け
を
ま
と
め
た
い
く
つ
か
の
関
税
連
合
（Z

o
llv
erb

a
n
d
e

）
が
先
行
し
て
い
た

よ
う
に
」、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
最
恵
国
待
遇
を
基
礎
と
し
た
集
団
的
条
約
の「
締
結
国
内
部
で
直
接
隣
接
し
そ

の
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
高
度
に
相
互
依
存
に
あ
る
、
統
一
的
関
税
地
域
へ
と
結
合
す
る
狭
い
範
囲
の
諸
国
の
連
合
」
が
作
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、「
最
恵
国
待
遇
は
〔
…
〕
狭
い
範
囲
の
関
税
連
合
に
属
す
る
諸
国
が
〔
…
〕
相
互
に
承
認
ず
る
優
遇
措
置
に
及

ぼ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
地
域
的
関
税
連
合
は
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
に
当
た
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る31

）
。

そ
し
て
リ
ー
ド
ル
は
、
こ
う
し
た
複
数
の
地
域
的
関
税
連
合
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
集
団
的
条
約
の
枠
内
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
に
向
け

た
交
渉
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。「
条
約
締
結
国
の
内
部
で
関
税
同
盟
な
い
し
関
税
連
合
を
設
立
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税

同
盟
の
領
域
的
準
備
で
あ
り
、
発
展
を
さ
ら
に
進
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
の
締
結
に
関
す
る
交
渉
が
、
も
は
や
多
数
の

諸
国
や
異
な
っ
た
大
き
さ
の
関
税
地
域
間
で
は
な
く
、
い
ま
や
少
数
の
広
域
関
税
地
域
間
で
進
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
当
然
の
帰
結
で
あ

ろ
う32

）
」

リ
ー
ド
ル
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
「
隣
国
権
条
項
」
と
し
て
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
「
北
方
条
項
」、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

「
イ
ベ
リ
ア
条
項
」、
バ
ル
ト
三
国
の
「
バ
ル
ト
条
項
」
が
成
立
し
て
お
り
、
狭
い
範
囲
の
経
済
統
合
は
進
行
中
で
あ
っ
た33

）
。
こ
れ
ら
の
諸
グ

ル
ー
プ
が
、
集
団
的
条
約
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
結
び
つ
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
に
至
る
と
い
う
の
が
、
リ
ー
ド
ル
の
展
望
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
リ
ー
ド
ル
の
理
論
に
従
え
ば
、
こ
う
し
た
諸
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
と
し
て「
ド
イ
ツ
条
項
」、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア

と
の
関
税
同
盟
が
成
立
す
る
こ
と
も
、「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」が
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
独
墺
通
商
条
約
を
締
結
す
る
際
に
、「
関
税
同
盟
条
項
」
な
い
し
「
隣
国
権
条
項
」
を
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
墺

関
税
同
盟
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
禁
止
条
項
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
墺
関
税
同
盟
を
正

当
化
す
る
こ
と
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
は
、
国
際
連
盟
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
ず
一
九
二
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
世

界
経
済
会
議
で
は
、
最
恵
国
待
遇
に
基
づ
く
自
由
貿
易
体
制
の
方
針
が
決
議
さ
れ
た
が
、
一
方
で
そ
の
文
言
に
は
以
下
の
よ
う
な
文
言
が
挿
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入
さ
れ
て
い
た
。

「
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
最
恵
国
待
遇
条
項
が
最
大
限
か
つ
無
制
限
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
、
非
常
に
望
ま
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、

個
別
の
条
約
に
お
い
て
地
域
的
な
要
請
に
配
慮
し
た
特
別
な
規
定
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
も
、
全
く
合
致
し
う
る
。
こ
う
し
た
規
定
は

は
っ
き
り
と
明
記
さ
れ
、
他
国
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
場
合
に
の
み
容
認
さ
れ
る34

）
」

こ
の
「
地
域
的
な
要
請
に
配
慮
し
た
特
別
な
規
定
」
が
、「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
で
あ
る
。
リ
ー
ド
ル
の
主
張
は
世
界
経
済
会
議
の
決
議

に
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
も
国
際
連
盟
で
は
、
最
恵
国
待
遇
に
つ
い
て
の
議
論
を
深
め
る
中
で
、
国
際
商
業
会
議
所
の
提
案
に
基
づ
い
て
、

「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」を
定
式
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
九
二
九
年
一
月
の
国
際
連
盟
経
済
委
員
会
は
、「
無
制
限
で
無
条
件
の
最
恵

国
待
遇
の
原
則
」
を
定
め
な
が
ら
も
、「
一
定
の
特
殊
な
場
合
で
は
適
用
さ
れ
え
な
い
」
と
し
て
「
例
外
」
の
必
要
性
を
認
め
、「
国
境
流
通
」

と
「
関
税
同
盟
」
を
「
一
般
的
例
外
」
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た35

）
。
ま
さ
に
リ
ー
ド
ル
の
思
惑
通
り
、「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」

の
国
際
法
に
お
け
る
一
般
的
原
則
と
し
て
の
承
認
が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
国
際
的
な
承
認
の
傾
向
が
あ
っ
た
た
め
に
、
ド
イ
ツ
外
務
省
も
ま
た
リ
ー
ド
ル
の
理
論
を
採
用
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
で
は
と
り
わ
け
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
通
商
条
約
交
渉
が
重
要
と
な
る
。
リ
ー
ド
ル
理
論
を
も
と
に
独
墺
通
商
条
約
に
「
ド
イ
ツ
条
項
」
に

該
当
す
る
も
の
を
盛
り
込
め
ば
、
こ
れ
は
独
墺
関
税
同
盟
へ
の
布
石
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
独
墺
通
商
条
約
交
渉
に
「
最
恵
国
待

遇
の
例
外
」
条
項
が
採
用
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
て
い
く
。

（
２
）
独
墺
通
商
条
約
交
渉
に
お
け
る
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」

ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
が
発
足
し
て
間
も
な
い
一
九
二
〇
年
九
月
一
日
、
独
墺
経
済
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
経
済
協
定
は
帝
政
時
代
の

独
墺
通
商
条
約
を
基
礎
と
し
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
、
交
通
関
税
、
商
品
流
通
、
両
国
で
の
経
済
活
動
、
財
産
関
係
、
租
税
に
関
す
る
規
定

を
定
め
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
上
、
い
ま
だ
自
律
的
な
関
税
表
を
持
た
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
政
府
と
し
て
は
、
関
税

緩
和
や
最
恵
国
待
遇
な
ど
通
商
関
係
の
措
置
に
つ
い
て
先
送
り
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
独
墺
経
済
協
定
は
、
同
年
六
月
一
日
に
締
結

さ
れ
た
ド
イ
ツ＝

ハ
ン
ガ
リ
ー
暫
定
経
済
協
定
と
、
六
月
二
九
日
に
締
結
さ
れ
た
ド
イ
ツ＝

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
経
済
協
定
と
と
も
に
、
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一
〇
月
に
国
会
で
批
准
さ
れ
た36

）
。
し
か
し
一
九
二
〇
年
と
い
う
早
い
段
階
で
、
ド
イ
ツ
政
府
が
他
国
に
先
駆
け
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
は
じ
め

と
す
る
東
欧
諸
国
と
の
経
済
関
係
の
緊
密
化
を
優
先
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
こ
の
地
域
に
対
す
る
進
出
へ
の
ド
イ
ツ
政
府
の
意
欲
を
窺
わ

せ
る
も
の
で
あ
る
。

東
欧
諸
国
へ
の
ド
イ
ツ
の
経
済
的
進
出
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
後
押
し
す
る
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
構
想
へ
の
対
抗
を
意
識
し
て
の
も
の
だ
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
結
果
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
国
家
に
分
裂
し
た
と
は
い
え
、
東
欧
新
興
諸
国
の
経
済
関
係
は
、
な
お
歴
史
的
に
培
わ

れ
て
き
た
従
来
の
旧
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
内
に
お
け
る
経
済
的
連
関
に
依
存
し
て
い
た
。
し
か
し
各
国
に
お
け
る
保
護
主
義
の
台
頭
に
よ
っ
て

徐
々
に
そ
の
依
存
関
係
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
旧
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
諸
国
に
お
け
る
経
済
的
連
関
を
維
持
・
再
建

し
よ
う
と
す
る
一
連
の
経
済
圏
構
想
を
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
構
想
と
い
い
、
主
に
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
に

よ
っ
て
支
援
さ
れ
た37

）
。

こ
の
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
構
想
は
、
ド
イ
ツ
を
除
外
し
た
「
中
欧
」
の
経
済
的
再
編
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
政
府
は
そ
れ
へ
の
対
抗
と
し
て
独
墺

通
商
条
約
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
九
二
四
年
二
月
、
こ
の
と
き
在
ベ
ル
リ
ン
公
使
で
あ
っ
た
リ
ー
ド
ル
は
、
チ
ェ
コ
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
通
商
条
約
に
関
す
る
交
渉
を
ウ
ィ
ー
ン
で
進
め
て
い
る
と
い
う
情
報
を
、
ド
イ
ツ
外
務
省
に
伝
え
、
こ

れ
に
対
抗
す
る
独
墺
通
商
条
約
交
渉
の
再
開
を
打
診
し
た38

）
。
か
く
し
て
一
九
二
四
年
七
月
一
二
日
、
独
墺
経
済
協
定
の
追
加
協
定
が
締
結
さ

れ
た39

）
。

そ
し
て
ド
イ
ツ
の
関
税
自
主
権
が
回
復
し
た
一
九
二
五
年
以
降
、
さ
ら
に
包
括
的
な
独
墺
通
商
条
約
に
つ
い
て
両
国
の
交
渉
が
再
開
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
同
年
三
月
、
リ
ー
ド
ル
は
こ
の
機
会
を
逃
さ
ず
、
ド
イ
ツ
外
務
省
に
対
し
て
、「
こ
の
新
た
な
る
交
渉
の
機
会
は
、
独
墺
の

経
済
的
接
近
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
。
そ
の
際
リ
ー
ド
ル
は
、
独
墺
通
商
条
約
に

は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
関
税
優
遇
」
が
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
三
国
が
最
恵
国
待
遇
を
根
拠
に
同
様
の

権
利
を
求
め
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
説
明
し
た40

）
。
こ
の
規
定
が
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
条
項
を
意
味
す
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
と
い
う
考
え
方
は
、
す
で
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
外
交
方
針
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
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る
。
一
九
二
五
年
二
月
、
ド
イ
ツ
国
会
の
外
交
委
員
会
に
お
い
て
、
国
家
国
民
党
議
員
の
ヘ
ッ
チ
ュ
（O

tto H
o
etsch

）
ら
が
、
政
府
が
推

進
す
る
自
由
貿
易
路
線
で
は
、
一
般
的
最
恵
国
待
遇
の
原
則
に
よ
っ
て
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
関
税
同
盟
の
締
結
が
実
際
的
に
不
可
能
に
な

る
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
表
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
使
の
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
（M

a
x
im
ilia

n P
feiffer

）

は
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
の
関
税
同
盟
締
結
に
懸
念
さ
れ
て
い
る
困
難
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
的
に
こ
う
し
た
条
約
に
お
い
て
、

最
恵
国
待
遇
は
関
税
同
盟
構
成
国
へ
の
優
遇
に
適
用
さ
れ
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
答
え
た41

）
。
リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待

遇
の
例
外
」
論
が
、
ド
イ
ツ
へ
の
説
明
材
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
九
二
七
年
五
月
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
世
界
経
済
会
議
の
決
議
に
リ
ー
ド
ル
の
意
見
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
政
府
は
各
国
と
の

通
商
条
約
交
渉
に
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
を
公
式
の
方
針
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
外
務
省
参
事
官
リ
ン
ド
ナ
ー

は
、
一
九
二
七
年
八
月
の
覚
書
に
お
い
て
、「
通
商
政
策
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
関
税
同
盟
の
締
結
は
、
最
恵
国
待
遇
が

現
在
な
い
し
将
来
の
関
税
同
盟
か
ら
生
じ
る
特
別
措
置
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
、
通
商
条
約
の
普
通
の
一
般
的
な
条
項
に
よ
っ
て
カ

バ
ー
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た42

）
。
そ
の
際
、
ド
イ
ツ
が
こ
れ
ま
で
に
締
結
し
た
い
く
つ
か
の
通
商
条
約
に
、
す
で
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の

隣
国
権
に
関
わ
る
文
言
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る43

）
。

シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
外
相
も
ま
た
、
リ
ー
ド
ル
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
通
の
外
務
省
官
僚
の
主
張
を
取
り
入
れ
て
、
通
商
条
約
政
策
の
延
長
線

上
に
関
税
同
盟
計
画
を
構
想
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
は
、
一
九
二
七
年
一
一
月
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
首
相
ザ
イ
ペ
ル
と
の

会
談
に
お
い
て
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
が
積
極
的
に
表
明
す
る
ド
イ
ツ
を
除
い
た
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
構
想
に
対
抗
す
る
た
め
に
も
、
リ
ー

ド
ル
の
意
見
を
容
れ
て
、「
経
済
分
野
に
お
け
る
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
出
来
る
だ
け
早
い
接
近
の
必
要
性
」
を
述
べ
た
。
彼
は
、「
経

済
的
結
合
は
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
に
先
行
す
る
」
と
い
う
考
え
を
示
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
の
道
に
向
か
わ
な
い
よ
う
に
「
ド

イ
ツ
と
の
関
税
同
盟
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
発
言
し
た44

）
。
た
だ
し
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
外
務
次
官
が
「
独
墺
関
税
同
盟
も
い
つ
か
は
達
成

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
想
の
状
態
」で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
と
き
で
は
な
く
、「
適
切
な
通
商
条
約
交
渉
に
よ
っ
て
そ
の
状
態
を
出
来
る

限
り
準
備
す
る
こ
と
だ
け
が
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に45

）
、
通
商
条
約
に
お
け
る
準
備
段
階
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

他
方
で
、
リ
ー
ド
ル
は
外
務
省
だ
け
で
な
く
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
に
対
し
て
も
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
の
通
商
条
約
交
渉
に
お
け
る
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価
値
を
宣
伝
し
て
い
た
。
彼
は
墺
独
作
業
共
同
体
の
会
員
で
あ
っ
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
外
務
省
と
も
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
持
つ
通
商
政
策
の
専

門
家
と
し
て
、
独
墺
作
業
共
同
体
の
活
動
に
も
関
与
し
て
い
た
。
一
九
二
八
年
三
月
、
独
墺
通
商
条
約
交
渉
が
推
進
さ
れ
る
中
、
独
墺
作
業

共
同
体
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト＝

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
支
部
は
、「
独
墺
経
済
接
近
の
促
進
に
ふ
さ
わ
し
い
措
置
」に
つ
い
て
提
案
を
行
っ
た
。
そ

の
内
容
は
（
ａ
）
独
墺
の
関
税
表
の
統
一
、（
ｂ
）
両
国
の
通
商
条
約
の
有
効
期
間
の
調
整
、（
ｃ
）
両
国
の
通
商
条
約
の
文
面
の
一
律
化
、

（
ｄ
）
両
国
通
商
条
約
の
戦
略
的
共
同
行
動
に
向
け
た
合
意
、
の
四
点
で
あ
っ
た46

）
。
リ
ー
ド
ル
は
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
会
長
の
テ
ィ
ル
ク

ナ
ー
（F

ried
rich T

ilg
n
er

）
と
共
同
で
、
第
五
点
目
と
し
て
「（
ｅ
）
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
よ
っ
て
他
の
諸
国
と
締
結
し
た
全
て
の

条
約
に
、
隣
国
権
条
項
と
さ
ら
に
関
税
同
盟
条
項
を
採
用
す
る
こ
と
」
を
付
け
加
え
る
よ
う
求
め
た
。

独
墺
作
業
共
同
体
理
事
の
エ
ミ
ン
ガ
ー
は
、
リ
ー
ド
ル
ら
の
こ
の
提
案
に
全
面
的
に
同
意
し
、
作
業
共
同
体
各
支
部
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
外
務
省
局
長
リ
ッ
タ
ー
を
は
じ
め
、
政
府
の
通
商
条
約
担
当
者
へ
の
働
き
か
け
を
行
っ
た
。
エ
ミ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
外
務
省
、

財
務
省
、
経
済
省
の
各
担
当
者
は
独
墺
通
商
条
約
に
こ
の
第
五
点
目
を
盛
り
込
む
こ
と
に
賛
成
し
た
と
い
う47

）
。

か
く
し
て
最
終
的
に
一
九
三
〇
年
四
月
一
二
日
に
締
結
さ
れ
た
独
墺
通
商
条
約
の
第
二
九
条
に
は
、
以
下
の
文
言
が
あ
っ
た
。

「
こ
の
条
約
の
諸
決
定
が
最
恵
国
待
遇
の
相
互
の
保
障
に
関
連
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
次
の
場
合
最
恵
国
待
遇
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
ａ
）
締
結
国
と
国
境
を
接
す
る
諸
国
に
よ
る
現
在
あ
る
い
は
将
来
的
に
継
続
す
る
〔
…
〕
国
境
交
通
の
緩
和
に
関
す
る
特
別
な
優
遇

（
ｂ
）
締
結
国
に
よ
っ
て
現
在
な
い
し
将
来
、
関
税
統
一
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
義
務
〔
…48

）
〕」

こ
れ
は
リ
ー
ド
ル
が
定
式
化
し
、
彼
の
宣
伝
を
通
じ
て
盛
り
込
ま
れ
た
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
条
項
で
あ
り
、（
ａ
）
は
「
国
境
優
遇
条

項
」、（
ｂ
）
は
「
関
税
同
盟
条
項
」
に
当
た
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
に
よ
っ
て
、
独
墺
関
税
同
盟
へ
の
布
石
が
打
た
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
リ
ー
ド
ル
の
盛
ん
な
宣
伝
に
よ
っ
て
、
独
墺
通
商
条
約
は
、「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」条
項
を
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来

的
な
独
墺
関
税
同
盟
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
た
め
の
布
石
と
し
て
戦
略
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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三

独
墺
関
税
同
盟
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望

（
１
）
独
墺
作
業
共
同
体
に
お
け
る
独
墺
関
税
同
盟
構
想

し
か
し
な
が
ら
、「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」条
項
を
備
え
た
独
墺
通
商
条
約
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
将
来
あ
り
う
る
関
税
同
盟
の

準
備
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
関
税
同
盟
の
成
立
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
議
定
書
の
禁
止
事
項
が
あ
る
し
、

フ
ラ
ン
ス
の
頑
強
な
反
対
が
依
然
と
し
て
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
独
墺
作
業
共
同
体
は
一
九
二
九
年
以
降
、
関
税
同
盟
の
議
論
を

活
発
化
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
こ
の
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
論
の
活
性
化
が
あ
っ
た
。
一
九
二
九
年
九
月
五
日
、
フ
ラ
ン
ス

外
相
ブ
リ
ア
ン
（A

ristid
e B

ria
n
d

）
は
国
際
連
盟
総
会
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
」
の
設
立
を
目
指
す
旨
の
演
説
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
彼

は
、
将
来
の
政
治
統
合
の
可
能
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、「
緊
急
の
問
題
」
と
し
て
「
統
合
が
と
り
わ
け
経
済
的
分
野
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る
」

こ
と
を
明
言
し
た49

）
。
ブ
リ
ア
ン
が
「
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
運
動
の
熱
心
な
推
進
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
」

の
計
画
で
あ
る
と
一
般
に
受
け
取
ら
れ
た50

）
。

ブ
リ
ア
ン
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
」
計
画
を
受
け
て
、
独
墺
作
業
共
同
体
の
内
部
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
て

い
っ
た
。
一
九
二
九
年
一
〇
月
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
開
催
さ
れ
た
独
墺
作
業
共
同
体
の
経
済
委
員
会
大
会
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の

代
表
ド
レ
ク
セ
ル
枢
密
顧
問
官
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
を
相
互
接
近
さ
せ
、
経
済
面
で
は
関
税
を
〔
…
〕
解
体
す
る
」
ブ
リ
ア
ン
の
計
画

を
「
偉
大
な
計
画
で
あ
る

」
と
讃
え
、「
我
々
は
で
き
る
限
り
ブ
リ
ア
ン
の
望
み
を
支
持
す
る
」
と
述
べ
た51

）
。
こ
の
大
会
で
焦
点
と
な
っ
た

独
墺
作
業
共
同
体
の
目
標
は
、
独
墺
関
税
同
盟
で
あ
っ
た
。
ド
レ
ク
セ
ル
に
よ
れ
ば
、「
直
接
的
に
関
税
同
盟
を
目
指
す
か
、
あ
る
い
は
ま
ず

優
遇
関
税
を
目
指
す
」
こ
と
に
な
る
か
は
未
定
だ
が
、「
我
々
が
全
て
の
通
商
条
約
に
お
い
て
〔
…
〕
い
わ
ゆ
る
隣
国
権
条
項
を
定
め
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
世
界
に
明
言
す
れ
ば
、「
ブ
リ
ア
ン
の
意
図
に
適
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
他
の
隣
国
と
の
同
種
の
行
動
」へ
の
第
一

歩
が
示
さ
れ
る
と
い
う52

）
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」を
基
礎
と
し
た
複
数
の
地
域
的
関
税
連
合
か
ら
、
そ
れ
ら
が
結
び
つ
く
こ
と
に

よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
に
至
る
と
い
う
リ
ー
ド
ル
の
構
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
ブ
リ
ア
ン
の
意
図
に
適
う
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
」
計
画
の
登
場
に
よ
り
地
域
統
合
が
国
際
的
な
脚
光
を
浴
び
る
状
況
に
お
い
て
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
組
織
も
ま
た
独
墺
関

税
同
盟
と
い
う
地
域
経
済
統
合
を
実
現
す
る
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
論
の
枠
組
み
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
独
墺
作
業
共
同
体
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
大
会
で
の
議
論
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
政
府
内
で
は
独
墺
関
税
同
盟
計
画
の
立
案
が
進
め
ら

れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
独
墺
作
業
共
同
体
内
部
で
も
関
税
同
盟
の
議
論
は
盛
り
上
が
り
、
二
二
番
目
の
専
門
家

委
員
会
と
し
て
「
関
税
同
盟
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

関
税
同
盟
委
員
会
の
活
動
方
針
の
立
案
を
中
心
的
に
担
っ
た
の
は
、
や
は
り
リ
ー
ド
ル
で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た

独
墺
・
墺
独
作
業
共
同
体
の
合
同
大
会
に
お
い
て
、
彼
は
墺
独
作
業
共
同
体
の
ド
レ
ク
セ
ル
と
共
同
で
、
作
業
共
同
体
に
関
税
同
盟
の
専
門

委
員
会
を
立
ち
上
げ
る
よ
う
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
は
、「
最
恵
国
待
遇
で
構
築
さ
れ
た
通
商
条
約
は
、
決
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
間

の
通
商
政
策
関
係
の
満
足
い
く
形
態
を
導
く
こ
と
は
で
き
ず
、
経
済
同
盟
あ
る
い
は
関
税
同
盟
の
締
結
こ
そ
が
、
満
足
い
く
解
決
を
も
た
ら

す53
）

」
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
た54

）
。

リ
ー
ド
ル
は
独
墺
関
税
同
盟
と
い
う
経
済
統
合
を
実
現
す
る
際
の
障
害
の
一
つ
と
し
て
、「
排
他
性
の
要
素
」、
つ
ま
り
関
税
同
盟
が
第
三

国
を
排
除
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
、
国
際
的
な
非
難
が
巻
き
起
こ
る
可
能
性
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

「
そ
う
し
た
条
約
〔
関
税
同
盟
の
条
約
｜
｜
北
村
〕
は
、
他
国
に
は
手
に
入
ら
な
い
相
互
に
排
他
的
な
権
利
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
う

非
難
を
避
け
る
た
め
に
、
一
定
条
件
を
満
た
せ
ば
第
三
国
が
関
係
に
入
る
と
い
う
観
点
を
我
々
が
持
つ
と
い
う
条
項
が
認
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
の
我
々
の
条
約
義
務
へ
の
配
慮
と
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
国
際
連
盟
へ
の
配
慮

で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
諸
国
・
諸
グ
ル
ー
プ
の
地
域
的
統
合
と
い
う
理
想
へ
の
配
慮
で
あ
る55

）
」

す
な
わ
ち
、
第
三
国
の
加
盟
に
関
す
る
規
定
を
設
け
れ
ば
そ
う
し
た
非
難
は
起
こ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」と
い
う
理

想
を
掲
げ
れ
ば
排
他
性
は
問
題
に
も
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
リ
ー
ド
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
理
想
を
、
独
墺
関
税
同
盟

の
障
害
を
取
り
除
く
た
め
の
配
慮
、
方
便
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ー
ド
ル
が
関
税
同
盟
委
員
会
に
与
え
た
方
針

は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
を
独
墺
関
税
同
盟
実
現
の
手
段
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
一
九
三
〇
年
一
二
月
、
リ
ー
ド
ル
の
要
望
を
踏
ま
え
た
形
で
独
墺
作
業
共
同
体
の
関
税
同
盟
委
員
会
（
第
二
二
委
員
会
）
の
組
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織
的
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
示
さ
れ
た56

）
。
ド
イ
ツ
側
か
ら
一
九
人
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
か
ら
一
一
人
が
参
加
し
、
独
墺
作
業
共
同
体
の
全
国
代
表

エ
ミ
ン
ガ
ー
が
自
ら
委
員
長
を
務
め
、
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
カ
が
書
記
長
と
し
て
指
名
さ
れ
た57

）
。
そ
し
て
リ
ー
ド
ル
の
見
解
を
参
考
に
、
関
税

同
盟
委
員
会
の
活
動
に
関
す
る
覚
書
が
エ
ミ
ン
ガ
ー
の
名
前
で
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
覚
書
は
、
独
墺
作
業
共
同
体
が
独
墺
関
税
同
盟
と
い
う

目
標
に
期
待
し
た
展
望
を
明
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。
以
下
で
は
こ
の
覚
書
を
詳
し
く
紹
介
し
よ
う
。

覚
書
は
ま
ず
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
の
国
際
法
に
基
づ
く
統
合
は
現
在
ま
だ
不
可
能
で
あ
る
」と
し
て
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
可
能
性

を
否
定
し
た
。
し
か
し
経
済
的
危
機
に
瀕
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
た
め
に
「
広
大
な
経
済
圏
の
建
設
」
が
必
要
で
あ
る
。
か
く
し
て
独
墺
関

税
同
盟
の
必
然
性
が
経
済
的
要
請
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る58

）
。
国
際
法
的
に
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
は
不
可
能
だ
が
関
税
同
盟
は
可
能
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
独
墺
作
業
共
同
体
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
と
見
な
す
論
理
は
、
も
ち
ろ
ん
リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
論
で

あ
り
、「
関
税
同
盟
は
、
過
渡
的
課
税
や
中
間
関
税
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
に
関
わ
ら
ず
、
最
恵
国
待
遇
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る59

）
。

そ
し
て
覚
書
は
、
先
に
リ
ー
ド
ル
が
排
他
性
原
則
の
問
題
で
主
張
し
た
よ
う
に
、
独
墺
関
税
同
盟
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
文
脈
に
位
置
づ

け
た
。「

そ
れ
〔
独
墺
関
税
同
盟
｜
｜
北
村
〕
は
確
か
に
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
要
望
と
は
別
の
理
由
、
つ
ま
り
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経

済
組
織
と
い
う
偉
大
な
理
想
に
も
対
応
し
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
中
の
文
書
で
〔
…
〕
と
り
わ
け
国
際
連
盟
に

お
い
て
、
改
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
組
織
の
多
様
な
計
画
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ブ
リ
ア
ン
計
画
の
経
済
的
側
面
が
そ
の
始
ま
り
を

作
っ
た
。〔
…
〕
よ
り
小
さ
な
統
一
体
か
ら
の
み
大
き
な
統
一
体
へ
と
進
み
う
る
こ
と
は
、
意
見
の
一
致
を
見
て
い
る
。〔
…
〕
ド
イ
ツ

と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
そ
の
よ
う
な
将
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
結
晶
の
中
核
の
一
つ
を
表
明
す
る
で
あ
ろ
う60

）
」

す
な
わ
ち
、
独
墺
関
税
同
盟
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
組
織
の
一
部
、
あ
る
い
は
出
発
点
と
み
な
し
、「
よ
り
小
さ
な
統
一
体
か
ら
の
み
大
き
な

統
一
体
へ
と
進
み
う
る
」
と
い
う
リ
ー
ド
ル
の
構
想
の
援
用
の
も
と
、
ブ
リ
ア
ン
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
」
計
画
の
中
に
自
ら
の
独
墺
関
税

同
盟
計
画
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
関
税
同
盟
委
員
会
は
、「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
は
国
制
的
・
全
ド
イ
ツ
的
・
民
族
的
な
問
題
で

あ
る
が
、
経
済
同
盟
な
い
し
関
税
同
盟
は
よ
り
良
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
組
織
へ
の
第
一
歩
で
あ
る61

）
」
と
締
め
く
く
っ
て
、
独
墺
関
税
同
盟
は
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ア
ン
シ
ュ
ル
ス
と
は
別
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
文
脈
で
考
え
ら
れ
る
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
独
墺
作
業
共
同
体
で
は
、
独
墺
関
税
同
盟
は
あ
く
ま
で
最
終
目
標
た
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
組
織
へ
の
第
一
歩
」
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
覚
書
は
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
真
意
が
隠
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
関
税
同
盟
委
員
会
設
立
に
際
し
て
幹

部
に
示
さ
れ
た
内
部
文
書
に
は
、
独
墺
関
税
同
盟
に
対
す
る
内
外
の
抵
抗
に
対
し
て
示
す
べ
き
態
度
が
、
次
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。

「
問
題
の
解
決
に
際
し
て
は
、
外
国
に
配
慮
し
て
、
関
税
同
盟
な
い
し
経
済
同
盟
を
、
ド
イ
ツ
関
税
同
盟
の
よ
う
な
政
治
的
ア
ン
シ
ュ

ル
ス
へ
の
第
一
歩
と
言
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
理
論
的
に
は
、
他
国
の
参
加
に
も
門
戸
を
開
く
地

域
経
済
統
合
に
す
ぎ
ず
、
こ
う
し
た
地
域
統
合
は
、
政
治
的
理
由
か
ら
実
行
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
の
た
め

に
必
要
な
条
件
で
あ
る
こ
と
が
、
何
度
で
も
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
国
｜
｜
例
え
ば
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
｜
｜
の
独

墺
経
済
交
渉
へ
の
万
一
の
参
入
は
、
必
要
な
〞
良
い
意
志
〝
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
破
産
の
危
険
を
与
え
る
も
の
で
あ
る62

）
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
の
目
標
や
第
三
国
の
参
加
可
能
性
は
「
理
論
」
で
あ
り
、「
外
国
に
配
慮
し
て
」
強
調
さ
れ
る
も
の
で
、
実
際
に
は

独
墺
以
外
に
関
税
同
盟
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
は
「
破
産
の
危
険
」
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
の
真
意
は
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
で

あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
は
こ
の
真
の
目
的
を
覆
い
隠
す
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
独

墺
作
業
共
同
体
は
独
墺
関
税
同
盟
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
反
対
勢
力
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
「
配
慮
」
か
ら
、
道
義
的

な
正
統
性
を
持
っ
た
ブ
リ
ア
ン
計
画
を
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
い
わ
ば
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
た
め
の
手
段
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
統
合
の
論
理
を
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
連
合
構
想

そ
れ
で
は
、
独
墺
関
税
同
盟
計
画
の
政
治
過
程
に
関
わ
る
諸
構
想
に
お
い
て
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
手
段
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
で
は

な
く
、
目
標
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
据
え
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
政
策
担
当
者
に
影
響
力
を
持
っ
た
の
が

独
墺
作
業
共
同
体
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
一
九
三
〇
年
二
月
に
採
択
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
商

業
会
議
所
の
決
議
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
の
テ
ィ
ル
ク
ナ
ー
会
長
や
リ
ー
ド
ル
は
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
に
か
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か
わ
っ
て
い
た
が
、
こ
の
大
会
で
は
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
と
い
う
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
動
機
で
は
な
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
の
死
活

問
題
か
ら
地
域
経
済
統
合
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
こ
の
大
会
決
議
の
背
景
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

一
九
二
九
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
ブ
リ
ア
ン
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
」
計
画
に
注
目
が
集
ま
っ
た
の
は
、
そ
の
平
和
的
目
標
ゆ
え
の
み

な
ら
ず
、
自
由
貿
易
論
に
基
づ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
秩
序
の
再
建
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
世
界
経

済
会
議
後
に
二
度
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
輸
出
入
制
限
・
禁
止
撤
廃
に
関
す
る
外
交
会
議
は
、
結
局
合
意
に
至
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

に
失
望
感
を
与
え
た
。
折
し
も
世
界
的
な
農
産
物
価
格
の
下
落
に
伴
う
農
業
恐
慌
が
発
生
し
、
従
来
か
ら
保
護
関
税
論
の
主
唱
者
で
あ
っ
た

農
業
界
は
ま
す
ま
す
硬
化
し
、
各
国
は
農
業
保
護
関
税
の
設
置
を
準
備
し
始
め
て
い
た
。
そ
こ
へ
、
一
九
二
九
年
一
〇
月
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

株
式
市
場
の
大
暴
落
に
端
を
発
す
る
世
界
大
恐
慌
が
襲
い
掛
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
保
護
関
税
の
傾
向
が
強
ま
り
世
界
市
場

が
縮
小
に
向
か
う
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
保
護
関
税
の
潮
流
を
食
い
止
め
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
に
よ
り
一
九
三
〇
年
二
月
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
関
税
平
和
会
議

が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た63

）
。
関
税
平
和
会
議
で
は
二
年
間
の
関
税
引
上
げ
停
止
を
国
際
条
約
で
合
意
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を

受
け
て
一
九
三
〇
年
二
月
一
一
日
の
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
大
会
で
は
、
関
税
平
和
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
持
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

こ
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
を
救
い
出
す
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
の
展
望
が
示
さ
れ
て
い
る
。
決
議
は
三
つ
の
提
案
か
ら
な
る
。

第
一
の
提
案
は
「
関
税
平
和
に
関
す
る
提
案
」
で
あ
る
。
こ
の
大
会
で
最
大
の
焦
点
に
な
っ
た
の
は
、
関
税
平
和
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

脆
弱
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
を
襲
う
さ
ら
な
る
経
済
的
危
機
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
と
い
う
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
の
深
刻

な
問
題
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
は
、「
ま
さ
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
民
経
済
が
、
最
大
規
模
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
通
商
政
策
の
分
裂

を
回
避
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
商
政
策
を
支
配
す
る
保
護
主
義
的
方
向
性
と
戦
お
う
と
す
る
努
力
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
」
と
す
る
立
場
を
表

明
し
、
関
税
平
和
に
全
面
的
に
賛
同
し
た64

）
。

一
方
で
商
業
会
議
所
は
、「
関
税
平
和
は
そ
れ
自
体
目
的
で
は
な
く
、
全
て
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
一
部
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
緊
密

な
経
済
統
合
に
関
す
る
、
さ
ら
な
る
交
渉
の
た
め
の
基
礎
を
作
り
出
す
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
関
税
の
現
状
の

固
定
化
に
対
し
て
持
ち
上
が
っ
て
い
る
危
惧
は
、
こ
う
し
た
交
渉
の
実
行
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
合
意
が
達
成
さ
れ
て
の
み
、
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薄
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
、
断
固
と
し
て
強
調
す
る
」
と
述
べ
て
、
関
税
平
和
の
先
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
経
済
統
合
が
目
指
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
強
調
し
た65

）
。

こ
う
し
て
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
は
、
決
議
の
第
二
提
案
と
し
て
、「
集
団
的
関
税
解
体
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
連
合
（ein eu

ro
p
a
isch

es
 

W
irtsch

a
ftsb

u
n
d
n
is

）」
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
民
経
済
の
危
機
の
原
因
は
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
圏
の
不

拡
大
と
不
利
な
状
態
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
打
破
す
る
た
め
に
各
国
の
関
税
障
壁
の
解
体
を
必
要
と
し
た
。
し
か
し
世
界
経
済
会
議
に
よ
っ
て

示
さ
れ
た
自
由
貿
易
に
基
づ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
秩
序
の
構
築
は
、
こ
の
一
九
三
〇
年
に
入
っ
て
「
ほ
と
ん
ど
成
功
し
え
な
い
こ
と
が
、
経

験
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
」。
そ
し
て
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
関
税
障
壁
の
解
体
は
、「
経
済
的
、
文
化
的
、
歴
史
的
に
近
接
し
、
生
産
の

基
礎
条
件
に
お
い
て
一
定
の
類
似
性
を
持
っ
た
大
小
の
諸
国
グ
ル
ー
プ
の
内
部
で
の
み
実
行
可
能
で
あ
る
」
と
さ
れ
た66

）
。
自
由
貿
易
論
か
ら

地
域
経
済
統
合
へ
と
転
換
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
の
上
で
決
議
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
会
議
所
は
、
こ
う
し
た
目
的
に
向
け
、
関
税
障
壁
の
解
体
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
緊
密
な
統
合（ein en

g
erer Z

u
sa
m
m
en
sch

lu
ss

 
eu
ro
p
a
isch

en S
ta
a
ten

）
の
必
要
性
が
、
国
際
連
盟
の
九
月
総
会
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
指
導
的
政
治
家
た
ち
に
よ
っ
て
承
認
さ

れ
た
こ
と
を
、
満
足
を
持
っ
て
歓
迎
し
た
。
そ
し
て
近
日
召
集
さ
れ
る
関
税
平
和
会
議
が
、
そ
の
よ
う
な
統
合
に
関
す
る
さ
ら
な
る
交

渉
の
準
備
と
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
、
そ
こ
に
参
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
諸
国
の
サ
ー
ク
ル
（K

reis

）
の
最
終
的
な
確
定
を
取
り
扱
う

よ
う
に
希
望
す
る67

）
」

つ
ま
り
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
は
、
一
九
二
九
年
九
月
の
ブ
リ
ア
ン
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
」
演
説
で
示
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
の

構
想
を
、
関
税
平
和
会
議
に
お
い
て
具
体
化
す
る
よ
う
に
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
リ
ア
ン
の
計
画
で
は
連
盟
加
盟
の
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

が
対
象
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
関
税
平
和
に
参
加
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
う
ち
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
と
関
係
の
深
い
諸
国
サ
ー
ク
ル
、

す
な
わ
ち
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
大
国
（
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
）」
お
よ
び
「
我
々
の
直
接
の
隣
国
な
い
し
我
々
の
対
外

貿
易
に
と
っ
て
重
要
な
諸
国
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
ス
イ
ス
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
ル
ー
マ
ニ

ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
が
参
加
す
べ
き
と
さ
れ
た68

）
。
こ
の
地
理
的
範
囲
は
「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
や
「
中
欧
」
を
明
ら
か
に
超
え
て
お
り
、
ま
さ
に

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
広
範
な
地
域
を
カ
バ
ー
す
る
経
済
連
合
と
な
る
。
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そ
し
て
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
は
、「
参
加
諸
国
の
経
済
連
合
の
締
結
」
を
提
言
し
た
。
こ
れ
は
参
加
国
間
の
関
税
解
体
な
い
し
「
で
き
る

限
り
の
除
去
」、「
間
接
的
保
護
主
義
・
輸
出
入
禁
止
・
交
通
政
策
・
外
国
人
法
と
い
っ
た
諸
問
題
」
の
統
一
的
規
定
、
参
加
国
間
の
経
済
圏

の
設
立
を
目
的
と
す
る
。
さ
ら
に
第
三
国
の
参
加
可
能
性
を
保
障
し
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
連
合
も
目
指
す69

）
。

第
三
の
決
議
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
関
税
表
改
革
と
条
約
政
策
に
関
す
る
提
案
」
に
お
い
て
は
、
も
し
関
税
平
和
会
議
が
失
敗
し
、
経
済
連

合
の
締
結
が
全
く
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
民
族
的
・
歴
史
的
・

地
理
的
な
性
質
の
特
別
な
関
係
を
考
慮
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
諸
国
と
の
隣
国
権
に
基
づ
く
関
係
の
建
設
」
で
あ
る
。
こ
の
諸
国
グ
ル
ー
プ

が
具
体
的
に
ど
の
国
を
指
す
の
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い70

）
。
民
族
的
に
は
ド
イ
ツ
で
あ
る
が
、
歴
史
的
な
関
係
で
は
旧
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
後

継
諸
国
と
の
連
携
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
二
月
の
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
の
決
議
で
は
、
保
護
主
義
的
潮
流
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
の
危
機
的
状

況
を
解
決
す
る
プ
ラ
ン
と
し
て
、ま
ず
国
際
連
盟
主
導
の
集
団
的
条
約
に
よ
る
関
税
平
和
と
、そ
こ
に
参
加
す
る
諸
国
サ
ー
ク
ル
に
よ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
経
済
連
合
の
建
設
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
が
失
敗
し
た
場
合
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
隣
国
権
に
基
づ
く
経
済
秩
序
が
模
索
さ
れ
る
べ

き
と
さ
れ
た
。
リ
ー
ド
ル
の
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
論
は
、
こ
れ
ら
の
構
想
の
理
論
的
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
同
じ
リ
ー
ド

ル
理
論
を
前
提
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
墺
作
業
共
同
体
と
は
異
な
り
、
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
は
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
目
標
を
一
切

示
し
て
お
ら
ず
、
可
能
な
範
囲
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
連
合
へ
の
道
を
目
標
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
連
合
構
想
は
、
独
墺
関
税
同
盟
計
画
の
政
治
過
程
に
お
い
て
一
定
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
首
相

シ
ョ
ー
バ
ー
（Jo

h
a
n
n
es S

ch
o
b
er

）
は
、
二
月
二
二
日
と
二
四
日
に
ベ
ル
リ
ン
を
訪
問
し
、
ド
イ
ツ
政
府
首
脳
と
独
墺
関
税
同
盟
の
可
能

性
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ
の
際
シ
ョ
ー
バ
ー
が
目
指
し
て
い
た
の
は
、「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
問
題
に
お
い
て
も
決
定
的
な
一
歩
を
踏
み
出
す
」

こ
と
、
す
な
わ
ち
「
経
済
統
合
の
漸
進
的
な
準
備
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
発
想
の
基
礎
は
、
二
月
一
一
日
の
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
の
決
議
に

あ
っ
た
。
彼
は
大
会
に
出
席
し
、「
そ
の
決
議
を
周
知
の
こ
と
と
し
て
話
を
進
め
て
」い
た
。
決
議
に
見
ら
れ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
連
合
の

た
め
の
集
団
的
条
約
に
向
け
た
交
渉
を
い
か
に
し
て
推
進
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
首
相
周
辺
で
は
、「〔
ド
イ
ツ
｜
｜
北
村
〕
ラ

イ
ヒ
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
交
渉
を
推
進
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
」が
支
配
的
で
あ
り
、「
そ
の
際
も
ち
ろ
ん
オ
ー
ス
ト
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リ
ア
が
ラ
イ
ヒ
の
最
も
近
い
隣
国
と
し
て
協
力
し
よ
う
と
す
る
」
姿
勢
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
ド
イ
ツ
が
経
済
連
合
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る

べ
き
な
の
か
、
そ
れ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
主
導
し
た
場
合
、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
地
政
学
的
状
況
か
ら
、
中
欧
の
統
合（m

itteleu
ro
p
a
isch

e
 

Z
u
sa
m
m
en
fa
ssu

n
g

）
が
あ
る
意
味
で
必
然
的
に
ド
ナ
ウ
連
邦
的
に
な
る
危
険
」
が
あ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
シ
ョ
ー
バ
ー
は
「
こ
れ
を
避
け

た
い
と
考
え
」
た
。
つ
ま
り
シ
ョ
ー
バ
ー
は
、「
ド
ナ
ウ
連
邦
」
を
拒
否
し
、
ド
イ
ツ
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
連
合
を
推
進
す
る
と
い
う

構
想
の
中
に
独
墺
の
経
済
統
合
準
備
を
位
置
づ
け
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
首
脳
会
談
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る71

）
。

お
わ
り
に

独
墺
関
税
同
盟
計
画
が
一
九
三
一
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
際
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
こ
の
関
税
同
盟
が
「
地
域
的
協
定
に
よ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
新
秩
序
の
端
緒
を
開
く
」
と
宣
言
し
た
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
の
出
発
点
に
独
墺
関
税
同
盟
を
位
置
づ
け
る

も
の
で
あ
っ
た
。「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」の
経
済
的
準
備
と
も
言
う
べ
き
独
墺
関
税
同
盟
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
を
結
び
つ
け
る
構
想
は
、「
最

恵
国
待
遇
の
例
外
」
論
と
い
う
リ
ー
ド
ル
の
主
張
に
よ
っ
て
理
論
的
に
準
備
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
リ
ー
ド
ル
は
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」

が
国
際
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
墺
関
税
同
盟
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
的
関
税
連
合
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
成
立

し
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
彼
自
身
は
明
白
な
ア
ン
シ
ュ

ル
ス
論
者
で
あ
り
、
国
際
条
約
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
独
墺
関
税
同
盟
を
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
す
る
か
と
い
う
課
題
に
応
え
る
た
め
に
、

一
九
二
〇
年
代
後
半
の
自
由
貿
易
路
線
の
中
で
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
論
を
提
唱
し
、
国
際
的
な
承
認
を
得
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
関
税
同
盟

へ
の
拡
大
は
、
彼
の
議
論
か
ら
論
理
的
に
導
か
れ
る
「
可
能
な
道
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

リ
ー
ド
ル
の
理
論
を
用
い
て
、
独
墺
作
業
共
同
体
は
、
独
墺
関
税
同
盟
と
い
う
目
標
の
た
め
の
手
段
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
を
用

い
る
戦
略
を
打
ち
立
て
た
。
し
か
し
一
方
で
、
同
じ
リ
ー
ド
ル
の
理
論
を
全
面
的
に
援
用
し
な
が
ら
も
、
ウ
ィ
ー
ン
商
業
会
議
所
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
経
済
連
合
と
い
う
目
標
を
主
張
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
首
相
シ
ョ
ー
バ
ー
は
こ
の
目
標
を
ベ
ル
リ
ン
首
脳
会
談
に
持
ち
込
ん
だ
。
リ
ー
ド
ル

の
理
論
は
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
に
も
利
用
で
き
る
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
独
墺
作
業
共
同
体
と
ウ
ィ
ー

― ―182



ン
商
業
会
議
所
は
、
独
墺
関
税
同
盟
計
画
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
展
望
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
と
い
う
ド
イ
ツ
の
民
族
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
目
標
は
、
一
九
三
〇
年
前
後
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

経
済
統
合
の
要
素
を
備
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
独
墺
作
業
共
同
体
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
は
、
独
墺
関
税
同
盟
を
実
現
す
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
リ
ー
ド
ル
が
考
え
た
「
最
恵
国
待
遇
の
例
外
」
と
「
排
他
性
の
除
外
」
を
強
調
し
た
結
果
得
ら
れ
る
可
能
性
と
し
て
の
帰
結

で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
世
界
大
恐
慌
が
中
欧
地
域
を
襲
っ
た
一
九
三
〇
年
初
頭
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
経
済
界
に

と
っ
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
統
合
の
可
能
性
の
追
求
こ
そ
が
目
標
で
あ
り
、
リ
ー
ド
ル
理
論
が
本
来
持
っ
て
い
た
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
要
素

は
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
運
動
の
中
で
形
成
さ
れ
た
地
域
経
済
統
合
の
理
論
は
、
世
界
大
恐
慌
下
の
オ
ー
ス

ト
リ
ア
に
お
い
て
真
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
展
望
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）
拙
稿
「
一
九
三
一
年
の
独
墺
関
税
同
盟
計
画
｜
｜『
パ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
と
『
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
』
の
間
で
｜
｜
」『
政
治
研
究
』
第
五
〇
号
（
二
〇
〇
三

年
）、
一
〇
一
｜
一
三
二
頁
。

（
２
）W

o
lfg
a
n
g
 
R
u
g
e /W

o
lfg
a
n
g
 
S
ch
u
m
a
n
n
,
D
ie R

ea
k
tio
n
 
d
es d

eu
tsch

en
 
Im
p
eria

lism
u
s a

u
f B

ria
n
d
s P

a
n
eu
ro
p
a
p
la
n
 
1930,

in
:

Z
eitsch

rift
 
fu
r
 
G
esch

ich
tsw

issen
sch
aft
 
20

(1972),
S
.40

70;
D
irk

 
S
teg

m
a
n
n
,
,,M

itteleu
ro
p
a
“
1925

1934.
Z
u
m
 
P
ro
b
lem

 
d
er

 
K
o
n
tin
u
ita
t d

eu
tsch

er A
u
ß
en
p
o
litik

 
v
o
n
 
S
tresem

a
n
n
 
b
is H

itler,
in
:
S
teg

m
a
n
n
/B
.
W
en
d
t /P

.-C
.
W
itt,

(H
rsg

.),
In
d
u
strielle

 
G
esellsch

aft u
n
d politisch

es S
ystem

.
B
eitrage zu

r politisch
en S

ozialgesch
ich
te
,
B
o
n
n 1978,

S
.203

221;H
a
rro M

o
lt,“...W

ie ein K
lotz

 
in
m
itten

 
E
u
ropas”.

“A
n
sch
lu
ß
”
u
n
d
“M
itteleu

ropa”
w
ah
ren

d
 
d
er
 
W
eim

arer R
epu

blik
 
1
9
2
5
1
9
3
1
,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
a
in
/B
ern

/

N
ew
 
Y
o
rk 1986.

こ
れ
ら
の
研
究
は
、
独
墺
関
税
同
盟
計
画
を
総
じ
て
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
の
系
譜
の
み
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
３
）P

eter K
ru
g
er,

D
ie A

u
ß
en
politik d

er R
epu

blik von
 
W
eim

ar
,
D
a
rm
sta
d
t 1985;

D
ers.,

E
u
ro
p
a
b
ew
u
ß
tsein in D

eu
tsch

la
n
d in d

er
 

ersten
 
H
a
fte d

es 20.
Ja
h
rh
u
n
d
erts,

in
:
R
a
in
er H

u
d
em
a
n
n
/H
a
rtm

u
t K

a
elb
le /K

la
u
s S

ch
w
a
b
e
(H
rsg

.),
E
u
ropa

 
im
 
B
lick

 
d
er

 
H
istoriker

,
M
u
n
ch
en 1995,

S
.31

53.

（
４
）
栗
原
優
『
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
｜
｜
ヒ
ト
ラ
ー
と
ド
イ
ツ
帝
国
主
義
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
一
六
四
頁
。

（
５
）
矢
田
俊
隆
『
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
五
六
九
頁
。
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（
６
）
ド
イ
ツ
外
務
省
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
一
年
に
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
と
チ
ロ
ル
で
行
わ
れ
た
世
論
調
査
に
お
い
て
、「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」に
賛
成
す
る
国
民

は
そ
れ
ぞ
れ
九
〇
％
と
九
八
％
に
及
ん
で
い
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い
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kten zu
r d

eu
tsch

en au
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７
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n
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-Ö
sterreich

isch
e A

rb
eitsg

em
ein
sch

a
ft

D
Ö
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a
x
im
ilia

n
s-U

n
i.
zu M

u
n
ch
en 1932,

S
.120

123.

（
27
）
一
九
二
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
世
界
経
済
会
議
に
お
け
る
自
由
貿
易
論
と
国
際
カ
ル
テ
ル
論
の
対
立
と
、
ド
イ
ツ
政
府
の
自
由
貿
易
路
線
に
つ
い
て
は
、
拙

稿「
戦
間
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
カ
ル
テ
ル
論
｜
｜
一
九
二
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
世
界
経
済
会
議
を
中
心
に
｜
｜
」『
政
治
研
究
』第
五
三
号（
二
〇
〇
六
年
）、

一
｜
三
〇
頁
を
参
照
。

（
28
）R

ich
a
rd R

ied
l,
D
ie M

eistbegu
n
gtigu

n
g in

 
d
en
 
eu
ropaisch

en
 
H
an
d
elsvertragen

,
W
ien 1928,

S
.93f.

（
29
）E

b
en
d
a
,
S
.94.

（
30
）E

b
en
d
a
,
S
.106f.

（
31
）R

ied
l,
M
o
g
lich

e W
eg
e zu ein

er eu
ro
p
a
isch

en
 
W
irtsch

a
ftsg

em
ein
sch

a
ft,

in
:
H
a
n
s H

eim
a
n
(H
rsg

.),
E
u
ropaisch

e Z
ollu

n
ion

.

B
eitrage zu

 
P
roblem

 
u
n
d
 
L
osu

n
g
,
B
erlin 1926,

S
.179f.

（
32
）E

b
en
d
a
,
S
.181.

（
33
）R

ied
l,
A
u
sn
ah
m
en
 
von

 
d
er
 
M
eistbegu

n
stigu

n
g.
B
erich

t erstattet an
 
d
ie In

tern
ation

ale H
an
d
elskam

m
er
,
W
ien 1931,

S
.8.

（
34
）E

lem
er H

a
n
to
s,
D
ie
 
W
eltw

irtsch
aftskon

feren
z.
P
roblem

e u
n
d
 
E
rgebn

isse
,
L
eip
zig 1928,

S
.184f.

（
35
）R

ied
l,
a
.
a
.
O
.,
S
.3
7.

（
36
）A

kten
 
d
er
 
R
eich

skan
zlei.

W
eim

arer
 
R
epu

blik

以
下A

d
R

）.D
as K

abin
ett F

eh
ren

bach
,
b
ea
rb
.
v
o
n P

eter W
u
lf,

B
o
p
p
a
rt a

m
 

R
h
ein 1972,

N
r.100,

A
n
m
.4,
S
.257.

（
37
）H

erb
ert M

a
tis,

W
irtsch

a
ftlich

e M
itteleu

ro
p
a
-K
o
n
zep

tio
n
en in d

er Z
w
isch

en
k
rieg

szeit.D
er P

la
n ein

er
“D
o
n
a
u
fo
d
era

tio
n
”,in

:

R
ich
a
rd G

.
P
la
sch

k
a
/H
o
rst H

a
selstein

er /A
rn
o
ld S

u
p
p
a
n
/A
n
n
a M

.D
ra
b
ek
/B
irg
itta Z

a
a
r
(H
rsg

.),
M
itteleu

ropa-K
on
zeption

en in
 

d
er ersten H

afte d
es 2

0
.
Jah

rh
u
n
d
erts

,
W
ien 1995,

S
.230f.

ド
ナ
ウ
連
邦
」
構
想
に
つ
い
て
は
、
坂
本
清
「
ロ
カ
ル
ノ
期
に
お
け
る
チ
ェ
コ
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
観
と
中
欧
構
想
」『
東
京
国
際
大
学
論
叢

国
際
関
係
学
部
編
』
第
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）、
六
五
｜
七
八
頁
も
参
照
。

（
38
）A

d
R
.
M
arx I

/II
,
B
d
.1,
N
r.118,

A
n
m
.1,
S
.397.
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（
39
）A

d
R
.
M
arx I

/II
,
B
d
.2,N

r.227,S
.716f.;N

r.244,S
.856f.;N

r.365,S
.1202f.

「
独
墺
経
済
協
定
の
追
加
協
定
」
の
条
文
は
、R

eich
sgesetzblatt,

h
rsg

.
v
o
n R

eich
sm
in
isteriu

m
 
d
es In

n
ern

,
Jg
.1924,

T
eil II,

N
r.45,

S
.432f.

（
40
）A

D
A
P
,
S
erie A

,
B
d
.X
II,

N
r.158,

S
.391.

（
41
）A

D
A
P
,
S
erie A

,
B
d
.X
II,

N
r.104,

S
.250.

（
42
）A

D
A
P
,
S
erie B

,
B
d
.V
I,
N
r.129,

S
.273.

（
43
）
例
え
ば
、
一
九
二
三
年
六
月
の
ド
イ
ツ＝

リ
ト
ア
ニ
ア
通
商
条
約
や
一
九
二
五
年
一
〇
月
の
ド
イ
ツ＝

ロ
シ
ア
経
済
協
定
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（E

b
en
-

d
a

）。

（
44
）A

D
A
P
,
S
erie B

,
B
d
.V
II,

N
r.106,

S
.251f.

（
45
）A

D
A
P
,
S
erie B

,
B
d
.V
III,

N
r.36,

S
.71.

（
46
）P

A
,
R
73312,

L
a
n
d
esg

ru
p
p
e R

h
ein
la
n
d
-W
estfa

len d
er D

.O
e.A

.G
.
a
n d

en H
errn R

eich
sm
in
ister a

.D
.
E
m
m
in
g
er,

B
erlin

,
d
en 19.

III.
1928.

（
47
）P

A
,
R
73312,

D
eu
tsch

-Ö
sterreich

isch
e A

rb
eitsg

em
ein
sch

a
ft a

n d
en H

errn M
in
isteria

ld
irek

to
r D

r.
R
itter,

M
u
n
ch
en
,
25.

M
a
i

 
1928;

P
A
,
R
73312,

D
eu
tsch

-Ö
sterreich

isch
e A

rb
eitsg

em
ein
sch

a
ft a

n d
ie L

a
n
d
esg

ru
p
p
en d

er D
eu
tsch

-Ö
sterreich

isch
en A

rb
eits-

g
em
ein
sch

a
ft fu

r d
a
s R

eich
,
M
u
n
ch
en
,
25.

M
a
i 1928.

（
48
）R

eich
sgesetzblatt,

Jg
.1930,

T
eil II,

N
r.30,

S
.1085.

（
49
）E

u
ropa.

D
oku

m
en
te zu

r F
rage d

er eu
ropaisch

en
 
E
in
igu
n
g
,
h
rsg

.
im
 
A
u
ftra

g d
es a

u
sw
a
rtig

en A
m
tes,

B
o
n
n 1962,

S
.28.

（
50
）
た
だ
し
、
一
九
三
〇
年
五
月
に
各
国
政
府
に
送
付
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
覚
書
で
は
、
関
税
同
盟
思
想
は
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
、
政
治
統
合
の
後
に

共
通
経
済
政
策
に
よ
っ
て
関
税
問
題
を
解
決
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
（E

u
ropa

 
D
oku

m
en
te
,
S
.32,

36

）。
な
お
、
こ
の
覚
書
を
作
成
し
た
の

は
ブ
リ
ア
ン
本
人
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
政
治
・
通
商
局
長
兼
官
房
長
で
あ
っ
た
レ
ジ
ェ
（A

lex
is L

eg
er

）
で
あ
る
。

（
51
）E

rste T
a
g
u
n
g d

es R
eich

sw
irtsch

a
ftsa

u
ssch

u
sses d

er D
eu
tsch

-Ö
sterreich

isch
e A

rb
eitsg

em
ein
sch

a
ft a

m
 
18.

O
k
to
b
er 1929 im

 
S
ta
h
lh
o
f zu D

u
sseld

o
rf
(in
:
P
A
,
R
 
28385,

B
l.119

153),
S
.9f.

（
52
）E
b
en
d
a
,
S
.10.

（
53
）B

u
n
d
esa

rch
iv B

erlin
-L
ich
terfeld

e

（
以
下B

A
 
B
erlin

）,R
8011 /15,

B
l.90.

（
54
）
関
税
同
盟
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
地
域
経
済
統
合
に
は
五
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
第
一
に
「
両
政
府
の
通
商
政
策
の
同
盟
。
通
商
政
策
交
渉
の
共
同
推
進
、

経
済
政
策
と
関
税
の
同
一
化
」、
第
二
に
「
民
間
経
済
合
同
」、
つ
ま
り
国
際
カ
ル
テ
ル
。
第
三
に
「
対
外
関
税
の
一
定
の
同
一
化
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
特
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恵
関
税
シ
ス
テ
ム
」。
第
四
に
共
通
関
税
と
域
内
非
関
税
を
定
め
、
中
間
関
税
を
設
け
な
い
「
関
税
同
盟
」。
第
五
に
「
経
済
同
盟
（W

irtsch
a
ftsu

n
io
n

）」

で
あ
る
。
リ
ー
ド
ル
に
よ
れ
ば
経
済
同
盟
と
は
「
一
種
の
不
完
全
な
関
税
同
盟
」
で
あ
り
、
関
税
表
や
交
通
、
輸
出
入
禁
止
な
ど
で
相
互
に
共
同
政
策
が
実

施
さ
れ
る
（B

A
,
R
8011 /114,

B
l.97

98

）。

（
55
）B

A
 
B
erlin

,
R
8011 /15,

B
l.100.

（
56
）
関
税
同
盟
委
員
会
の
設
立
自
体
は
翌
年
一
九
三
一
年
二
月
で
あ
る
（B

A
,
R
8011 /114,

B
l.96

107

）。

（
57
）B

A
 
B
erlin

,
R
8011 /15,

B
l.50

58.

（
58
）E

in
fu
h
ru
n
g
sm
em
o
ra
n
d
u
m
 
fu
r d
ie A

rb
eiten d

es
(22er)

Z
o
llu
n
io
n
s-A

u
ssch

u
sses d

er
,,D
eu
tsch

-Ö
sterreich

isch
en A

rb
eitsg

em
ein
-

sch
a
ft”,

1930,
in
:
E
d
K
,
N
r.66,

S
.571f.

（
59
）E

b
en
d
a
,
S
.572f.

（
60
）E

b
en
d
a
,
S
.573.

（
61
）E

b
en
d
a
,
S
.575.

（
62
）B

A
 
B
erlin

,
R
8011 /114,

B
l.101

102.

（
63
）

関
税
平
和
（Z

o
llfried

en

）」
と
は
、
各
国
の
関
税
引
下
げ
が
見
込
め
な
い
状
況
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
数
年
の
間
関
税
引
上
げ
を
行
わ
な
い
こ
と
に

各
国
が
合
意
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
一
九
二
九
年
の
国
際
連
盟
第
一
〇
回
総
会
の
経
済
委
員
会
に
お
い
て
提
案
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
二

｜
三
月
の
関
税
平
和
会
議
に
お
い
て
一
八
カ
国
が
協
定
案
に
署
名
し
た
が
、
全
く
成
功
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
（
藤
瀬
浩
司
編
『
世
界
大
不
況
と
国
際
連

盟
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
の
編
者
に
よ
る
序
論
、
七
｜
八
・
一
二
頁
）。

（
64
）P

A
,
R
28385,

B
l.171f.

（
65
）P

A
,
R
28385,

B
l.173.

（
66
）P

A
,
R
28385,

B
l.174f.

（
67
）P

A
,
R
28385,

B
l.175.

（
68
）P

A
,
R
28385,

B
l.172f.

（
69
）P
A
,
R
28385,

B
l.176f.

（
70
）P

A
,
R
28385,

B
l.182

184.

（
71
）P

A
,
R
28385,

B
l.169f.
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